
目

次

規

則

○
青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
一

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
担

当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
基
本
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
公
共
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
三

○
肥
料
登
録
の
失
効
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
六

規

則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五

号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
元
年
六
月
十
五
日
と
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
二
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
十
八
号

令
和
元
年六

月
十
四
日

（
金
曜
日
）



変
更
前

難
病
指

定
医

糸
賀

正
道
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

呼
吸
器
内

科

平
成
三一･
四･
二

変
更
後

呼
吸
器
内

科
、
感
染

症
科

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指
定
辞
退

年
月
日

名

称
所

在

地

協
力
難
病

指
定
医

小
笠
原

幸

裕

フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

希
望

つ
が
る
市
富
萢
町

山
里
一
の
一

内
科

平
成
三一･
三･一三

難
病
指
定

医

石
井

健
太

郎

弘
前
市
立
病

院

弘
前
市
大
字
大
町

三
丁
目
八
の
一

内
科

三一･
三･三一

難
病
指
定

医

坂
井

哲
博
一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院
む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

総
合
科
、
麻
酔
科
三一･
四･
一

難
病
指
定

医

町
田

祐
子
医
療
法
人
白

鷗
会
ま
ち
だ

眼
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
三
九
の
四
眼
科

三一･
四･三〇

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

取

消

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

加
藤

幸
三
三
沢
市
立
三

沢
病
院

三
沢
市
大
字
三
沢

字
堀
口
一
六
四
の

六
五

整
形
外
科

令
和
元
･
六･
五

難
病
指
定

医

水
沼

槙
人
一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院
む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

婦
人
科

〃

難
病
指
定

医

川
﨑

修
平
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

外
科

〃

難
病
指
定

医

髙
山

孝
一

朗

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

泌
尿
器
科

〃

青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地
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株
式
会
社
健

康

黒
石
市
泉
町
七

訪
問
介
護
介
護
支
援
健

康

平
川
市
町
居
南
田

一
六
二
の
二

令
和
元
･
七･
一

青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
・
オ
ル
ソ
作
成
）

二

作
業
期
間

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
及
び
深
浦
町

青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

三

測
量
の
期
間

令
和
元
年
六
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
安
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
泉
野
一
丁
目
四
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

Ｍ
Ｕ
Ｌ
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
二
二
の
二
四

代
表
取
締
役

葛
西
悦
敏

２

株
式
会
社
コ
ム
ネ
ッ
ト

宮
城
県
東
松
島
市
矢
本
字
北
浦
九
七
の
二

代
表
取
締
役

志
摩
惠
章

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

荷
さ
ば
き

施
設
に
お

い
て
荷
さ

ば
き
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
時

間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
⑴
、
⑹

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑵
、
⑶
、

⑷
、
⑸

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
⑴

二
四
時
間

荷
さ
ば
き
施
設
⑵
、
⑶
、

⑷
、
⑸

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑹

令
和
元
･
六･
一
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午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
五
月
二
十
二
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
元
年
六
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
元
年
十
月
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

肥
料
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の
登

録
は
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
七
七
号

混
合
堆
肥
複

合
肥
料

パ
ワ
ー
渓
流

り
ん
酸
全
量

二
一
・
〇

く
溶
性
り
ん
酸

一
二
・
〇

加
里
全
量
一
三
・
五

く
溶
性
加
里
八
・
〇

水
溶
性
加
里
七
・
六

く
溶
性
苦
土
二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
農
産

技
研
十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
並
木

西
一
七
一
の
一

二

青
森
県
第

三
七
八
号

混
合
堆
肥
複

合
肥
料

農
研
１
号

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量
十
・
〇

く
溶
性
り
ん
酸

五
・
〇

加
里
全
量六
・
五

く
溶
性
加
里
三
・
〇

水
溶
性
加
里
三
・
二

く
溶
性
苦
土
一
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
農
産

技
研
十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
並
木

西
一
七
一
の
一

二

青
森
県
第

三
七
九
号

混
合
堆
肥
複

合
肥
料

ノ
ウ
サ
ン
一

番

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量
十
・
〇

く
溶
性
り
ん
酸

五
・
〇

加
里
全
量六
・
〇

く
溶
性
加
里
三
・
〇

水
溶
性
加
里
三
・
〇

く
溶
性
苦
土
一
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
農
産

技
研
十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
並
木

西
一
七
一
の
一

二
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県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸

畑
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

堤
工
務
店

二

氏
名

堤
隆
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
一
六
四
の
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
五
一
五
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
部
電
工

二

代
表
者
の
氏
名

新
堀
治
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町
字
前
平
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
六
）
第
一
七
二
三
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ル
ナ
サ
ン
ド

二

代
表
者
の
氏
名

原
田
路
子
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三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
八
八
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
五
〇
〇
六
四
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
工
業
規
格

一
種
二
号
）

七
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

冨
士
見
総
業
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

七
十
一
円
六
銭
四
厘

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
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